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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】店又は商品に対する、店の特性が加味された、
ユーザーの関心度に基づく推薦情報を配信すること。
【解決手段】推薦情報配信システム３は、店又は商品に
対するユーザの関心度の判定条件を格納する判定条件格
納部１２と、店におけるユーザの行動に関する行動情報
と、店情報とを取得する取得部１０と、取得部１０によ
って取得された行動情報と店情報とに基づいて、判定条
件格納部１２によって格納された判定条件を更新する判
定条件更新部１４と、判定条件更新部１４によって更新
された判定条件に基づいて、店又は商品に関する推薦情
報をユーザに配信する配信部１３と、を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　店又は商品に対するユーザの関心度の判定条件を格納する判定条件格納手段と、
　店におけるユーザの行動に関する行動情報と、当該店に関する店情報とを取得する取得
手段と、
　前記取得手段によって取得された行動情報と店情報とに基づいて、前記判定条件格納手
段によって格納された判定条件を更新する判定条件更新手段と、
　前記判定条件更新手段によって更新された判定条件に基づいて、店又は商品に関する推
薦情報をユーザに配信する配信手段と、
　を備える推薦情報配信システム。
【請求項２】
　複数のユーザの行動情報を格納する行動情報格納手段をさらに備え、
　前記判定条件更新手段は、前記行動情報格納手段によって格納された複数のユーザの行
動情報にさらに基づいて、前記判定条件格納手段によって格納された判定条件を更新する
、
　請求項１に記載の推薦情報配信システム。
【請求項３】
　一のユーザと他のユーザの行動情報を格納する行動情報格納手段と、
　前記行動情報格納手段によって格納された一のユーザと他のユーザの行動情報に基づい
て、一のユーザの関心対象の類似度を算出する類似度算出手段と、
　をさらに備え、
　前記配信手段は、前記類似度算出手段によって算出された類似度にさらに基づいて、店
又は商品に関する推薦情報を一のユーザに配信する、
　請求項１又は２に記載の推薦情報配信システム。
【請求項４】
　前記判定条件更新手段は、ユーザの行動情報の履歴にさらに基づいて、前記判定条件格
納手段によって格納された判定条件を更新する、
　請求項１～３の何れか一項に記載の推薦情報配信システム。
【請求項５】
　店又は商品に対するユーザの関心度の判定条件を格納する判定条件格納手段を備える推
薦情報配信システムにより実行される推薦情報配信方法であって、
　店におけるユーザの行動に関する行動情報と、当該店に関する店情報とを取得する取得
ステップと、
　前記取得ステップにおいて取得された行動情報と店情報とに基づいて、前記判定条件格
納手段によって格納された判定条件を更新する判定条件更新ステップと、
　前記判定条件更新ステップにおいて更新された判定条件に基づいて、店又は商品に関す
る推薦情報をユーザに配信する配信ステップと、
　を含む推薦情報配信方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、販売促進を行う推薦情報配信システム及び推薦情報配信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末で取得した位置に応じてクーポン等の推薦情報を配信することにより、
近隣の店舗への送客を行うＯ２Ｏ（Online　2　Offline）技術の開発が行われている。ま
た、来店中の顧客の行動情報を取得することにより、顧客の関心を推定する技術が開示さ
れている。たとえば、特許文献１には、顧客の動線情報から素通りや滞留等の行動パター
ンにマッチングすることで衝動買いや計画購買を推定する技術が開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００５／１１１８８０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般的に、店の特性、例えば店の広さや品揃えなどに応じて顧客の関心は変わりうる。
しかしながら、上述した従来の技術では店の多様性は考慮されていないため、顧客の店へ
の関心を正しく推定できないという問題がある。このような従来の技術を採用した、顧客
の関心に基づく推薦情報を配信する技術では、配信のたびに、店の特性が加味されていな
い顧客の関心に基づく推薦情報が配信されてしまうという問題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、かかる課題に鑑みて為されたものであり、店又は商品に対するユー
ザの関心度であって、店の特性が加味された関心度に基づく推薦情報を配信することがで
きる推薦情報配信システム及び推薦情報配信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の推薦情報配信システムは、店又は商品に対するユー
ザの関心度の判定条件を格納する判定条件格納手段と、店におけるユーザの行動に関する
行動情報と、当該店に関する店情報とを取得する取得手段と、取得手段によって取得され
た行動情報と店情報とに基づいて、判定条件格納手段によって格納された判定条件を更新
する判定条件更新手段と、判定条件更新手段によって更新された判定条件に基づいて、店
又は商品に関する推薦情報をユーザに配信する配信手段と、を備える。
【０００７】
　このような推薦情報配信システムによれば、判定条件更新手段により、取得手段によっ
て取得された行動情報と店情報とに基づいて、判定条件格納手段によって格納された判定
条件が更新される。そして、配信手段により、判定条件更新手段によって更新された判定
条件に基づいて、店又は商品に関する推薦情報がユーザに配信される。かかる構成を採れ
ば、行動情報と店情報とに基づいて更新された判定条件に基づいて、店又は商品に関する
推薦情報がユーザに配信される。このように、店又は商品に対するユーザの関心度の判定
条件が行動情報と店情報とに基づいて更新され、更新された判定条件に基づいて推薦情報
が配信されるため、店又は商品に対するユーザの関心度であって、店の特性が加味された
関心度に基づく推薦情報を配信することができる。
【０００８】
　また、本発明の推薦情報配信システムにおいて、複数のユーザの行動情報を格納する行
動情報格納手段をさらに備え、判定条件更新手段は、行動情報格納手段によって格納され
た複数のユーザの行動情報にさらに基づいて、判定条件格納手段によって格納された判定
条件を更新してもよい。かかる構成を採れば、複数のユーザの行動情報にさらに基づいて
判定条件が更新されるため、店又は商品に対するユーザの関心度の判定精度を高めること
ができ、ユーザにとってより関心が高い推薦情報を配信することができる。
【０００９】
　また、本発明の推薦情報配信システムにおいて、一のユーザと他のユーザとの行動情報
を格納する行動情報格納手段と、行動情報格納手段によって格納された一のユーザと他の
ユーザとの行動情報に基づいて、一のユーザの関心対象の類似度を算出する類似度算出手
段と、をさらに備え、配信手段は、類似度算出手段によって算出された類似度にさらに基
づいて、店又は商品に関する推薦情報を一のユーザに配信してもよい。かかる構成を採れ
ば、例えば、自分と類似した関心度を持つ他のユーザの関心に基づいた推薦情報が配信さ
れるため、ユーザにとってより関心が高い推薦情報を配信することができる。
【００１０】
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　また、本発明の推薦情報配信システムにおいて、判定条件更新手段は、ユーザの行動情
報の履歴にさらに基づいて、判定条件格納手段によって格納された判定条件を更新しても
よい。かかる構成を採れば、店又は商品に対するユーザの関心度であって、店におけるユ
ーザの過去の行動特性、すなわちユーザ個人の特性が加味された関心度に基づく推薦情報
を配信することができる。
【００１１】
　ところで、本発明は、上記のように推薦情報配信システムの発明として記述できる他に
、以下のように推薦情報配信方法の発明としても記述することができる。これはカテゴリ
が異なるだけで、実質的に同一の発明であり、同様の作用及び効果を奏する。
【００１２】
　即ち、本発明に係る推薦情報配信方法は、店又は商品に対するユーザの関心度の判定条
件を格納する判定条件格納手段を備える推薦情報配信システムにより実行される推薦情報
配信方法であって、店におけるユーザの行動に関する行動情報と、当該店に関する店情報
とを取得する取得ステップと、取得ステップにおいて取得された行動情報と店情報とに基
づいて、判定条件格納手段によって格納された判定条件を更新する判定条件更新ステップ
と、判定条件更新手段によって更新された判定条件に基づいて、店又は商品に関する推薦
情報をユーザに配信する配信ステップと、を含む。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、店又は商品に対するユーザの関心度であって、店の特性が加味された
関心度に基づく推薦情報を配信することができる推薦情報配信システム及び推薦情報配信
方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る推薦情報配信システムのシステム構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係るクライアント装置のハードウェア構成を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係るサーバ装置のハードウェア構成を示す図である。
【図４】第１実施形態に係る推薦情報配信システムの機能ブロック図である。
【図５】第１実施形態に係る推薦情報配信システムで実行される処理（推薦情報配信方法
）のうち、判定条件を更新する処理を示すフローチャートである。
【図６】第１実施形態に係る推薦情報配信システムで実行される処理（推薦情報配信方法
）のうち、判定条件に基づいて推薦情報を配信する処理を示すフローチャートである。
【図７】第２実施形態に係る推薦情報配信システムの機能ブロック図である。
【図８】複数のユーザの行動情報のテーブル例を示す図である。
【図９】第３実施形態に係る推薦情報配信システムの機能ブロック図である。
【図１０】ユーザごとの店の評価値の行列のテーブル例を示す図である。
【図１１】店間の相関係数を示すテーブル例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面とともに本発明による推薦情報配信システム及び推薦情報配信方法の好適な
実施形態について詳細に説明する。なお、図面の説明においては同一要素には同一符号を
付し、重複する説明を省略する。
【００１６】
　図１は、本発明の実施形態に係る推薦情報配信システムのシステム構成図である。図１
に示す通り、推薦情報配信システム３は、クライアント装置１とサーバ装置２とを含んで
構成される。クライアント装置１は、ユーザが利用する装置である。サーバ装置２は、大
容量のデータを格納及び処理する装置である。クライアント装置１とサーバ装置２とはネ
ットワークを介して互いに接続可能であり、互いにデータを送受信することで、システム
として一体となって情報処理を行う。より具体的には、推薦情報配信システム３は、クラ
イアント装置１とサーバ装置２とが連携することで、サーバ装置２に格納された店又は商



(5) JP 2016-146107 A 2016.8.12

10

20

30

40

50

品に関する推薦情報（レコメンド情報）をクライアント装置１に配信する。それにより、
クライアント装置１のユーザは、配信された推薦情報を閲覧することができる。なお、店
とは、商品を販売している商業店舗／施設である。本実施形態における店は、八百屋やス
ーパー等の一般的な単独の店以外に、複数の店から構成されるショッピングモール全体や
、店の中に含まれる複数の売り場のうち一つの売り場も含む。また、推薦情報の具体例と
しては、クーポンやセール情報等、ユーザへの販売促進を行うための情報が挙げられる。
また、図１では１台のクライアント装置１が示されているが、複数台のクライアント装置
１が含まれていてもよい。また、図１では１台のサーバ装置２が示されているが、複数台
のサーバ装置２から構成されていてもよい。
【００１７】
　クライアント装置１は、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコン
ピュータ、サーバコンピュータ等の情報処理端末である。クライアント装置１は、ＣＰＵ
等のハードウェアから構成されているものである。図２は、クライアント装置１のハード
ウェア構成の一例を示す図である。クライアント装置１は、物理的には、図２に示すよう
に、ＣＰＵ１００、主記憶装置であるＲＡＭ１０１及びＲＯＭ１０２、ディスプレイ等の
入出力装置１０３、通信モジュール１０４、及び補助記憶装置１０５などを含むコンピュ
ータシステムとして構成されている。後述のクライアント装置１の各機能ブロックの機能
は、図２に示すＣＰＵ１００、ＲＡＭ１０１等のハードウェア上に所定のコンピュータソ
フトウェアを読み込ませることにより、ＣＰＵ１００の制御のもとで入出力装置１０３、
通信モジュール１０４、及び補助記憶装置１０５を動作させるとともに、ＲＡＭ１０１に
おけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実現される。
【００１８】
　サーバ装置２は、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピュー
タ、サーバコンピュータ等の情報処理端末である。サーバ装置２は、ＣＰＵ等のハードウ
ェアから構成されているものである。図３は、サーバ装置２のハードウェア構成の一例を
示す図である。サーバ装置２は、物理的には、図３に示すように、ＣＰＵ２００、主記憶
装置であるＲＡＭ２０１及びＲＯＭ２０２、ディスプレイ等の入出力装置２０３、通信モ
ジュール２０４、及び補助記憶装置２０５などを含むコンピュータシステムとして構成さ
れている。後述のサーバ装置２の各機能ブロックの機能は、図３に示すＣＰＵ２００、Ｒ
ＡＭ２０１等のハードウェア上に所定のコンピュータソフトウェアを読み込ませることに
より、ＣＰＵ２００の制御のもとで入出力装置２０３、通信モジュール２０４、及び補助
記憶装置２０５を動作させるとともに、ＲＡＭ２０１におけるデータの読み出し及び書き
込みを行うことで実現される。
【００１９】
　［第１実施形態］
　図４は、本発明の第１実施形態に係るクライアント装置１及びサーバ装置２を含む推薦
情報配信システム３の機能ブロック図である。図４に示す通り、クライアント装置１は、
取得部１０（取得手段）、判定部１１、判定条件格納部１２（判定条件格納手段）、配信
部１３（配信手段）、及び判定条件更新部１４（判定条件更新手段）を含んで構成される
。さらに、判定部１１は、関心度判定部１１０及び配信契機判定部１１１を含んで構成さ
れる。また、図４に示す通り、サーバ装置２は、店情報格納部２０、及び推薦情報格納部
２１を含んで構成される。
【００２０】
　なお、本実施形態では、店情報格納部２０及び推薦情報格納部２１がサーバ装置２に含
まれる構成として説明するが、これに限るものではない。例えば、店情報格納部２０及び
推薦情報格納部２１の少なくとも一方がクライアント装置１に含まれる構成としてもよい
。店情報格納部２０及び推薦情報格納部２１の両方がクライアント装置１に含まれる構成
とした場合、クライアント装置１によるスタンドアローンの構成で推薦情報配信システム
３を実現することができる。また、クライアント装置１に含まれる一つ以上の機能がサー
バ装置２に含まれる構成としてもよい。また、クライアント装置１及びサーバ装置２はそ
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れぞれ複数の装置から構成され、各機能が複数の装置に分散されていてもよい。
【００２１】
　以下、図４に示すクライアント装置１の各機能ブロックについて説明する。
【００２２】
　取得部１０は、店におけるユーザの行動（購買行動）に関する行動情報と、当該店に関
する店情報とを取得（センシング）する。より具体的に、取得部１０は、クライアント装
置１の入出力装置１０３や通信モジュール１０４の機能を利用して、行動情報及び店情報
を取得する。例えば、取得部１０は、無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）など
の近距離無線や、ＮＦＣ（Near　Field　Communication）やＦｅｌｉＣａ（登録商標）等
の非接触ＩＣタグや、ＱＲコード（登録商標）等のバーコード技術を利用したり、あるい
はクライアント装置１にインストールされた専用アプリケーションを利用したりして、行
動情報及び店情報を取得する。取得部１０は、取得した行動情報と店情報とを後述の判定
部１１及び判定条件更新部１４に出力する。
【００２３】
　行動情報の具体例としては、店でのユーザの滞在時間、店でのユーザの滞在時間の統計
値、ユーザが関心を示した商品数、ユーザが関心のある店の識別情報、ユーザが商品を吟
味する時間、ユーザが商品を購入する判断に至るまでに比較する商品数、ユーザの買い物
開始からの経過時間、ユーザの休憩からの経過時間、店内でのユーザの回遊距離、店の来
店回数、及び商品の購入有無が挙げられる。なお、行動情報には、行動情報が示す行動の
対象となる店の識別情報が含まれていてもよい。
【００２４】
　例えば、取得部１０による店でのユーザの滞在時間の取得方法について、近距離無線を
用いる場合と、画像処理を用いる場合で説明する。近距離無線を用いる場合では、まず、
店にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＷｉＦｉ（登録商標）等の近距離無線を発する装
置を予め配備する。そしてそれら装置が、店に来店したユーザが所持するクライアント装
置１から発信された無線信号を受信し、店への入圏及び出圏の時刻を記録する。そして、
その差分である滞在時間を、発信元のクライアント装置１に送信し、クライアント装置１
の取得部１０が受信することで、店でのユーザの滞在時間を取得することができる。次に
、画像処理を用いる場合では、まず、店の入り口の映像を取得するビデオカメラ装置を店
に予め配備する。そして、当該装置が、顔認識機能によりユーザの顔画像を識別し、ユー
ザの店内の移動経路を画像処理により記録すると共に、店への入圏及び出圏の時刻を記録
する。そして、その差分である滞在時間を、識別された顔画像に予め関連付けられていた
クライアント装置１に送信し、クライアント装置１の取得部１０が受信することで、店で
のユーザの滞在時間を取得することができる。なお、取得部１０は、取得した滞在時間が
閾値を超えた回数を集計することで、店でのユーザの滞在時間の統計値を取得することも
できる。
【００２５】
　また例えば、取得部１０によるユーザが関心を示した商品数の取得方法について説明す
る。まず、店の商品情報を掲示するアプリケーションをユーザのクライアント装置１に予
めインストールする。そして、ユーザが、アプリケーション上の商品情報を通じて購入を
検討したい商品にタグ付けをすることにより、アプリケーションは、関心のある商品を記
録する。もしくは、商品のバーコードやＲＦＩＤ（登録商標）タグをクライアント装置１
で読み取ることにより、購入を検討したい商品をアプリケーション内に記録する。そして
、取得部１０は、アプリケーションに記録された、ユーザが関心を示した商品の数を算出
することで、ユーザが関心を示した商品数を取得する。
【００２６】
　また例えば、取得部１０によるユーザが関心のある店の識別情報の取得方法について説
明する。まず、店舗情報を発信するアプリケーションをユーザのクライアント装置１に予
めインストールする。そして、店リストの中から、関心のある店にアプリケーション上で
タグ付けすることにより、関心のある店の識別情報を記録する。そして、取得部１０は、
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アプリケーションに記録されたユーザが関心のある店の識別情報を取得する。
【００２７】
　行動情報のその他の例として、店に来店後のユーザの行動に関する来店後行動情報が挙
げられる。来店後行動情報の具体例としては、来店後の経過時間、来店後の来店数等の統
計値、及び閉店時刻までの残り時間が挙げられる。
【００２８】
　上述した例のように、取得部１０は、クライアント装置１の入出力装置１０３及び通信
モジュール１０４の機能やクライアント装置１にインストールされた専用アプリケーショ
ンに基づいて、またユーザによる専用アプリケーション上での特定の操作に基づいて、行
動情報を取得する。
【００２９】
　店情報の具体例としては、店の売り場面積、商品点数、マネキン数、来店者数、及びレ
ジ客数が挙げられる。店情報は、店の識別情報に関連付けて、後述のサーバ装置２の店情
報格納部２０に予め格納されている。取得部１０は、行動情報を取得する際に、行動情報
の対象となる店（ユーザが行動を行った店）の識別情報も取得し、ネットワークを介して
サーバ装置２の店情報格納部２０から、取得した店の識別情報に関連付いた店情報を取得
する。
【００３０】
　判定部１１は、取得部１０によって取得（入力）された行動情報と店情報との少なくと
も一方に基づいて、店又は商品に関する推薦情報をユーザに配信するか否かを判定する。
判定部１１は、判定を行う際に、判定に関する判定条件を格納する判定条件格納部１２を
参照し、格納された判定条件に基づいて判定を行う。判定部１１は、判定結果（推薦情報
をユーザに配信するという判定結果であれば、当該推薦情報が対象とする店又は商品の識
別情報を含む）を後述の配信部１３に出力する。ここで、判定部１１には、具体的な判定
を行う関心度判定部１１０と配信契機判定部１１１とが含まれ、それらの少なくとも一方
の判定結果に基づいて判定を行う。また、判定条件格納部１２は、関心度判定部１１０が
用いる、店又は商品に対するユーザの関心度の判定に関する関心度判定条件と、配信契機
判定部１１１が用いる、推薦情報をユーザに配信する配信契機の判定に関する配信契機判
定条件とを格納する。
【００３１】
　関心度判定部１１０は、取得部１０によって取得された行動情報と店情報との少なくと
も一方と、判定条件格納部１２によって格納された関心度判定条件とに基づいて、店又は
商品に対するユーザの関心度を判定する。関心度とは、ユーザの関心の大きさを表した値
であり、例えば「関心有り」（ユーザの関心がある）と「関心無し」（ユーザの関心が無
い）との２値から構成されてもよい。また、関心度は、「０」～「１０」等の整数から構
成され、数値が大きいほどユーザの関心が大きいことを示してもよい。この場合、所定の
数値（例えば「５」）未満であれば「関心無し」であり、所定の数値以上であれば「関心
有り」であることを示してもよい。
【００３２】
　以下、関心度判定部１１０による関心度の判定の具体例について説明する。例えば、取
得部１０によって取得された行動情報が「店でのユーザの滞在時間は３０分」であり、判
定条件格納部１２によって格納された関心度判定条件が「店でのユーザの滞在時間が２０
分未満であれば『関心無し』、２０分以上であれば『関心有り』」である場合、関心度判
定部１１０は、店又は商品に対するユーザの関心度を「関心有り」として判定する。一方
、関心度判定条件は同じであり、取得部１０によって取得された行動情報が「店でのユー
ザの滞在時間は１０分」である場合、関心度判定部１１０は、店又は商品に対するユーザ
の関心度を「関心無し」として判定する。また例えば、取得部１０によって取得された店
情報が「店の商品点数が２０」であり、判定条件格納部１２によって格納された関心度判
定条件が「店の商品点数が３０未満であれば『関心有り』（商品点数が少ない店にわざわ
ざ行くということは関心が有るということ）、３０以上であれば『関心無し』」である場



(8) JP 2016-146107 A 2016.8.12

10

20

30

40

50

合、関心度判定部１１０は、店又は商品に対するユーザの関心度を「関心有り」として判
定する。また例えば、取得部１０によって取得された行動情報が「ユーザの買い物開始か
らの経過時間が６０分」であり、店情報が「店の売り場面積が１００坪」であり、判定条
件格納部１２によって格納された関心度判定条件が「ユーザの買い物開始からの経過時間
（分）を、店の売り場面積（坪）で除した値が０．５未満であれば『関心無し』（経過時
間が短く、かつ売り場面積が大きければ関心が無いということ）、０．５以上であれば『
関心有り』」である場合、関心度判定部１１０は、６０を１００で除して０．６を得て、
０．６は０．５以上であるため、店又は商品に対するユーザの関心度を「関心有り」とし
て判定する。上記の例以外に、例えば、関心度判定部１１０は、取得部１０によって取得
された複数の行動情報や複数の店情報に基づいて店又は商品に対するユーザの関心度を判
定してもよい。判定に複数の情報を用いる場合、それらの線形和等によるスコアを算出し
、スコアに基づく関心度判定条件を用いて関心度を判定してもよい。
【００３３】
　判定部１１は、関心度判定部１１０による関心度の判定結果が所定の基準を満たす場合
に、推薦情報をユーザに配信すると判定してもよいし、あるいは、続けて配信契機判定部
１１１による判定を行ってもよい。例えば、関心度判定部１１０による店又は商品に対す
るユーザの関心度の判定結果が「関心有り」である場合に、店又は商品に関する推薦情報
をユーザに配信すると判定してもよい。また例えば、判定部１１は、関心度判定部１１０
による店又は商品に対するユーザの関心度の判定結果が「関心有り」である場合に限り、
続けて配信契機判定部１１１による判定に進んでもよい。その場合、判定を終えた関心度
判定部１１０は、判定要求を配信契機判定部１１１に送信し、配信契機判定部１１１は判
定要求を受信したことを契機として判定を行う。関心度判定部１１０は、判定要求を配信
契機判定部１１１に送信する際に、合わせて、関心度判定部１１０の判定結果である店又
は商品に対するユーザの関心度を送信する。
【００３４】
　配信契機判定部１１１は、取得部１０によって取得された行動情報と店情報との少なく
とも一方と、判定条件格納部１２によって格納された配信契機判定条件とに基づいて、推
薦情報をユーザに配信する配信契機を満たしているか否かを判定する。配信契機判定部１
１１は、関心度判定部１１０から送信された関心度判定部１１０の判定結果である店又は
商品に対するユーザの関心度にさらに基づいて、推薦情報をユーザに配信する配信契機を
満たしているか否かを判定してもよい。
【００３５】
　以下、配信契機判定部１１１による配信契機を満たしているか否かの判定の具体例につ
いて説明する。例えば、関心度判定部１１０から送信された判定結果が、ある店に対して
「関心有り」であり、取得部１０によって取得された当該店の行動情報が「店でのユーザ
の滞在時間は３０分」であり、判定条件格納部１２によって格納された配信契機判定条件
が「『関心有り』の店でのユーザの滞在時間が２５分以上であれば『配信する』」である
場合、配信契機判定部１１１は、推薦情報をユーザに配信する配信契機を満たしていると
判定する。また例えば、取得部１０によって取得された行動情報のうち「ユーザが関心の
ある店の識別情報」が所定数である３店となり、判定条件格納部１２によって格納された
配信契機判定条件が「ユーザが関心のある店の数が３以上であれば『配信する』」である
場合、配信契機判定部１１１は、推薦情報をユーザに配信する配信契機を満たしていると
判定する。上記の例以外に、例えば、配信契機判定部１１１は、関心度判定部１１０と同
様に、取得部１０によって取得された行動情報と店情報との組み合わせに基づく判定を行
ってもよいし、取得部１０によって取得された複数の行動情報や複数の店情報に基づく判
定を行ってもよい。判定に複数の情報を用いる場合、それらの線形和等によるスコアを算
出し、スコアに基づく配信契機判定条件を用いて判定を行ってもよい。
【００３６】
　配信部１３は、判定部１１から入力された判定結果（判定条件格納部１２によって格納
された判定条件に基づいた判定結果、又は、判定条件格納部１２によって格納された判定
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条件であって、後述の判定条件更新部１４によって更新された判定条件に基づいた判定結
果）に基づいて、店又は商品に関する推薦情報をユーザに配信する。より具体的には、配
信部１３は、判定部１１から入力された判定結果が、店又は商品に関する推薦情報をユー
ザに配信するという判定結果であれば、当該推薦情報をユーザに配信する。推薦情報は、
店又は商品の識別情報に関連付けて、後述のサーバ装置２の推薦情報格納部２１に予め格
納されている。配信部１３は、推薦情報をユーザに配信する際に、判定部１１から入力さ
れた判定結果に含まれる、推薦情報の対象である店又は商品の識別情報を取得し、ネット
ワークを介してサーバ装置２の推薦情報格納部２１から、取得した店又は商品の識別情報
に関連付いた推薦情報を取得し、ユーザに配信する。配信するとは、例えば、推薦情報格
納部２１から取得した推薦情報を、クライアント装置１のディスプレイ（入出力装置１０
３）に表示することである。
【００３７】
　判定条件更新部１４は、取得部１０によって取得（入力）された行動情報と店情報とに
基づいて、判定条件格納部１２によって格納された判定条件を更新する。例えば、判定条
件格納部１２によって格納された関心度判定条件が「ユーザの買い物開始からの経過時間
（分）を、店の売り場面積（坪）で除した値が０．７未満であれば『関心無し』、０．７
以上であれば『関心有り』」である場合で、取得部１０によって取得された２つの行動情
報が「Ａ店で商品を購入した」及び「Ａ店でのユーザの買い物開始からの経過時間が１８
分」、取得部１０によって取得された１つの店情報が「Ａ店の売り場面積（坪）が３０坪
」である場合、判定条件更新部１４は、新たな関心度判定条件の閾値として、１８／３０
＝０．６を算出し、判定条件格納部１２によって格納された関心度判定条件が「ユーザの
買い物開始からの経過時間（分）を、店の売り場面積（坪）で除した値が０．６未満であ
れば『関心無し』、０．６以上であれば『関心有り』」に更新する。判定条件更新部１４
は、判定条件格納部１２によって格納された配信契機判定条件についても、同様に、取得
部１０によって取得された行動情報と店情報とに基づいて更新する。
【００３８】
　続いて、図４に示すサーバ装置２の各機能ブロックについて説明する。店情報格納部２
０は、店の識別情報を関連付けた店情報を格納する。推薦情報格納部２１は、店又は商品
の識別情報を関連付けた推薦情報を格納する。店情報格納部２０及び推薦情報格納部２１
に格納される情報は、サーバ装置２の管理者などにより予め格納されてもよいし、サーバ
装置２が備える不図示の情報更新部により適宜更新及び追加されてもよい。
【００３９】
　続いて、図５及び６に示すフローチャート図を用いて、第１実施形態に係る推薦情報配
信システム３における推薦情報配信方法の処理について説明する。
【００４０】
　図５は、判定条件を更新する際の処理を示すフローチャートである。まず、取得部１０
により、店におけるユーザの行動に関する行動情報と、当該店に関する店情報とが取得さ
れる（ステップＳ１、取得ステップ）。次に、判定条件更新部１４により、ステップＳ１
において取得された行動情報と店情報とに基づいて、判定条件格納部１２によって格納さ
れた判定条件が更新される（ステップＳ２、判定条件更新ステップ）。
【００４１】
　続いて、図６は、判定条件に基づいて推薦情報を配信する処理を示すフローチャートで
ある。まず、取得部１０により、店におけるユーザの行動に関する行動情報と、当該店に
関する店情報とが取得される（ステップＳ１０）。次に、関心度判定部１１０により、ス
テップＳ１０において取得された行動情報と店情報との少なくとも一方と、判定条件格納
部１２によって格納された関心度判定条件とに基づいて、店又は商品に対するユーザの関
心度が判定される（ステップＳ１１）。次に、関心度判定部１１０により、ステップＳ１
１において判定された関心度が所定の基準を満たしているか否か判定される（ステップＳ
１２）。
【００４２】
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　ステップＳ１２にて、基準を満たしていると判定された場合、次に、配信契機判定部１
１１により、ステップＳ１０において取得された行動情報と店情報との少なくとも一方と
、判定条件格納部１２によって格納された配信契機判定条件とに基づいて、推薦情報をユ
ーザに配信する配信契機を満たしているか否かが判定される（ステップＳ１３）。ステッ
プＳ１３において配信契機を満たしていると判定された場合、次に、配信部１３により、
店又は商品に関する推薦情報がユーザに配信される（ステップＳ１４、配信ステップ）。
なお、ステップＳ１２にて基準を満たしていないと判定された場合や、ステップＳ１３に
て配信契機を満たしていないと判定された場合、処理を終了する。
【００４３】
　次に、第１実施形態のように構成された推薦情報配信システム３の作用効果について説
明する。
【００４４】
　本実施形態の推薦情報配信システム３によれば、判定条件更新部１４により、取得部１
０によって取得された行動情報と店情報とに基づいて、判定条件格納部１２によって格納
された判定条件が更新される。そして、配信部１３により、判定条件更新部１４によって
更新された判定条件に基づいて、店又は商品に関する推薦情報がユーザに配信される。か
かる構成を採れば、行動情報と店情報とに基づいて更新された判定条件に基づいて、店又
は商品に関する推薦情報がユーザに配信される。このように、店又は商品に対するユーザ
の関心度の判定条件が店情報に基づいて更新され、更新された判定条件に基づいて推薦情
報が配信されるため、店又は商品に対するユーザの関心度であって、店の特性が加味され
た関心度に基づく推薦情報を配信することができる。
【００４５】
　このように、本実施形態の推薦情報配信システム３によれば、滞在時間等の行動データ
を用いた判定条件を変更することにより、ユーザ個人の特性、店舗の特性、ユーザの疲労
度などを加味した関心度に基づく推薦情報を配信することができる。ユーザ個人の特性へ
の対応として、店での滞在時間、関心のある商品数、店での滞在時間の統計値を利用して
判定条件を更新することにより、関心度の算出（推定）の精度を高めることができる。ま
た、店舗の特性への対応として、売場面積、商品点数、マネキン数等を用いて判定条件を
更新することにより、関心度の算出の精度を高めることができる。さらに、ユーザの疲労
度への対応として、来場後の経過時間、来店店舗数等の統計値を利用して判定条件を更新
することにより、関心度の算出の精度を高めることができる。以上の通り、本実施形態の
推薦情報配信システム３によれば、購買行動における個人差に起因した商品／店への関心
推定精度の悪化、店の多様性に起因した関心推定精度の悪化、及び店への来店後の疲労度
に起因した関心推定精度の悪化の影響を排除することにより、関心推定の精度を高めるこ
とが可能となる。
【００４６】
　［第２実施形態］
　図７は、本発明の第２実施形態に係るクライアント装置１Ａ及びサーバ装置２Ａを含む
推薦情報配信システム３Ａの機能ブロック図である。以下では、第１実施形態との差分に
ついてのみ説明する。図７に示す通り、クライアント装置１Ａは、クライアント装置１の
取得部１０及び判定条件更新部１４とそれぞれ同様の機能を備える、取得部１０Ａ及び判
定条件更新部１４Ａを含んで構成される。サーバ装置２Ａは、行動情報格納部２２（行動
情報格納手段）を新たに含んで構成される。
【００４７】
　クライアント装置１Ａの取得部１０Ａは、取得した行動情報を、ネットワークを介して
サーバ装置２Ａの行動情報格納部２２に送信し、格納させる。
【００４８】
　サーバ装置２Ａの行動情報格納部２２は、１つ以上のクライアント装置１の取得部１０
Ａから送信された行動情報を格納する。例えば、行動情報格納部２２は、複数のクライア
ント装置１から送信された複数のユーザの行動情報を格納する。図８は、行動情報格納部
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２２によって格納された複数のユーザの行動情報のテーブル例を示す図である。図８に示
すテーブル例では、ユーザの識別子である「ユーザＩＤ」ごとに、当該ユーザが店に入店
（入圏）した日時である「入店日時」と、当該店の識別子である「店ＩＤ」と、当該店に
滞在した時間である「滞在時間」と、当該店で商品を購買したか否かを示す「購買有無」
とを関連付けて格納している。
【００４９】
　クライアント装置１Ａの判定条件更新部１４Ａは、行動情報格納部２２によって格納さ
れた複数のユーザの行動情報にさらに基づいて、判定条件格納部１２によって格納された
判定条件を更新する。より具体的には、判定条件更新部１４Ａは、ネットワークを介して
、行動情報格納部２２によって格納された複数のユーザの行動情報を取得し、取得した情
報に基づいて新たな判定条件を算出し、算出された判定条件で判定条件格納部１２によっ
て格納された判定条件を更新する。なお、新たな判定条件の算出は、サーバ装置２Ａ側の
判定条件更新部（不図示）が行動情報格納部２２と連携して行い、算出された新たな判定
条件をクライアント装置１Ａの判定条件更新部１４Ａに送信し、判定条件更新部１４Ａが
判定条件格納部１２によって格納された判定条件を更新してもよい。
【００５０】
　以下、複数のユーザの行動情報に基づいた新たな判定条件の算出例について説明する。
第１実施形態では、判定条件の具体例として閾値を用いたが、判定条件更新部１４Ａは、
複数のユーザの行動情報に基づいて、相対的な閾値を算出してもよい。例えば、特定の店
に来店した全ユーザのうち５０％が少なくとも滞在した時間を、関心のある店舗と判定す
る閾値として算出する。その他の例として、図８に示すテーブル例において、判定条件更
新部１４Ａは、購買有りの入店記録における滞在時間の中央値「T_purchace」と、購買無
しの入店記録における滞在時間の中央値「T_no_purchace」とを算出し、算出した「T_pur
chace」と「T_no_purchace」の平均値を、関心のある店舗の滞在時間の閾値として算出し
てもよい。なお、図８に示すテーブル例において、購買有無のデータが無い場合は、判定
条件更新部１４Ａは、滞在時間の中央値を関心のある店舗の滞在時間の閾値として算出し
てもよい。
【００５１】
　本発明の第２実施形態に係る推薦情報配信システム３Ａによれば、複数のユーザの行動
情報にさらに基づいて判定条件が更新されるため、店又は商品に対するユーザの関心度の
判定精度を高めることができ、ユーザにとってより関心が高い推薦情報を配信することが
できる。
【００５２】
　［第２実施形態の変形例］
　サーバ装置２Ａの行動情報格納部２２は、複数のユーザの行動情報を、ユーザごとの行
動情報の履歴として格納してもよい。そして、クライアント装置１Ａの判定条件更新部１
４Ａは、行動情報格納部２２によって格納された当該クライアント装置１Ａのユーザの行
動情報の履歴に基づいて、判定条件格納部１２によって格納された判定条件を更新しても
よい。ユーザごとの行動情報の履歴は、個人の特性を示しており、本変形例により、個人
の特性を加味した判定条件に更新することができる。これにより、店又は商品に対するユ
ーザの関心度であって、ユーザ個人の特性が加味された関心度に基づく推薦情報を配信す
ることができる。
【００５３】
　［第３実施形態］
　図９は、本発明の第３実施形態に係るクライアント装置１Ｂ及びサーバ装置２Ｂを含む
推薦情報配信システム３Ｂの機能ブロック図である。以下では、第２実施形態との差分に
ついてのみ説明する。図９に示す通り、クライアント装置１Ｂは、クライアント装置１の
配信部１３と同様の機能を備える、配信部１３Ｂを含んで構成される。サーバ装置２Ｂは
、類似度算出部２３（類似度算出手段）を新たに含んで構成される。
【００５４】
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　サーバ装置２Ｂの類似度算出部２３は、行動情報格納部２２によって格納された一のユ
ーザと他の一人以上のユーザとの行動情報に基づいて、一のユーザの関心対象（店又は商
品）の類似度を算出（学習）する。類似度算出部２３は、例えば、行動情報格納部２２に
よって格納された情報が更新されたことを契機として、類似度を算出する。類似度の算出
には、協調フィルタリングなどの一般的な技術を利用する。
【００５５】
　以下では、類似度算出部２３が、店間の類似度を算出する例について説明する。まず、
類似度算出部２３は、行動情報格納部２２によって格納された複数のユーザの行動情報に
基づいて、ユーザごとの店の評価値（例えば、当該店での滞在時間）の行列を作成する。
図１０は、類似度算出部２３によって作成された、ユーザごとの店の評価値の行列のテー
ブル例を示す図である。図１０に示すテーブル例は、ユーザの識別子である「ユーザＩＤ
」ごとに、店の識別子である「店ＩＤ」が示す店での当該ユーザの滞在時間（分）が含ま
れる行列を示している。次に、類似度算出部２３は、ユーザごとの店の評価値の行列に対
して協調フィルタリングを適用することで、ユーザ間あるいは店間の相関係数を算出する
。図１１は、類似度算出部２３によって算出された店間の相関係数を示すテーブル例を示
す図である。図１１に示すテーブル例において、数値「１」に近いほど類似度は高いこと
を示しており、例えば、店ＩＤ「１」に関心があるユーザは、（店ＩＤ「１」との相関係
数が「０．８」であり、「１」に近い店である）店ＩＤ「４」にも関心が高いことを示し
ている。以上のように、類似度算出部２３は、ユーザごとの関心のある商品を示すベクト
ル間の距離計算により類似度を算出する。また、相関分析により、同一の店への来店履歴
を持つユーザから推薦する店舗や売り場を抽出してもよい。
【００５６】
　クライアント装置１Ｂの配信部１３Ｂは、サーバ装置２Ｂの類似度算出部２３によって
算出された類似度にさらに基づいて、店又は商品に関する推薦情報をユーザに配信する。
より具体的には、配信部１３Ｂは、ネットワークを介して類似度算出部２３に情報配信要
求を送信する。情報配信要求には、推薦情報が対象とする店又は商品の識別情報、ユーザ
が訪れた店のリスト、ユーザが登録した商品の情報を含めてもよい。類似度算出部２３は
、情報配信要求を受信すると、情報配信要求に含まれる情報と、類似度算出部２３によっ
て算出した類似度とに基づいて、推薦情報格納部２１によって格納された推薦情報を取得
し、取得した推薦情報を配信部１３Ｂにネットワークを介して送信する。配信部１３Ｂは
、受信した推薦情報をユーザに配信する。
【００５７】
　ここで、情報配信要求は、協調フィルタリングにて利用される。情報配信要求にユーザ
が訪れた店のリストが含まれる場合、類似度算出部２３は、当該店のリストと、類似度算
出部２３によって事前に生成された、店への訪問有無に基づいたユーザＩＤと店訪問との
行列とを用いて、推薦スコアを算出し、算出した推薦スコアに基づいて（例えば推薦スコ
アが高い順に）推薦情報を取得する。推薦スコアの算出は、例えば、ユーザの店ごとの滞
在時間を表すベクトルと、上述の店間の相関行列のうちユーザが滞在している店に該当す
る列ベクトルとの内積を取ることで、各店の推薦スコアを算出することができる。同様に
、情報配信要求にユーザが登録した商品の情報が含まれる場合、類似度算出部２３は、当
該商品の情報と、類似度算出部２３によって事前に生成された、ユーザＩＤと商品を識別
する商品ＩＤとの行列とを用いて、推薦スコアを算出し、算出した推薦スコアに基づいて
推薦情報を取得する。
【００５８】
　本発明の第３実施形態に係る推薦情報配信システム３Ｂによれば、例えば、自分と類似
した関心度を持つ他のユーザの関心に基づいた推薦情報が配信されるため、ユーザにとっ
てより関心が高い推薦情報を配信することができる。
【００５９】
　［第３実施形態の変形例］
　類似度算出部２３は、ユーザ個人の特性に基づいた類似度の算出を行ってもよい。例え
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ば、上記の例において、類似度算出部２３は類似度を算出する際に、図１０に示すユーザ
ごとの店の評価値の行列のテーブル例を利用したが、当該テーブル例において、ユーザご
との滞在時間を、当該ユーザの平均店滞在時間で除した値としてもよい。
【００６０】
　また、類似度算出部２３は、店の特性に基づいた類似度の算出を行ってもよい。例えば
、上記の例において、類似度算出部２３は類似度を算出する際に、図１０に示すユーザご
との店の評価値の行列のテーブル例を利用したが、当該テーブル例において、店ごとの滞
在時間を、当該店の規模で除した値としてもよい。ここで、店の規模は、例えば以下の式
で算出する（Ａ１～Ａ５は所定の係数を示す）。
（店の規模）＝Ａ１＊（店の売り場面積）＋Ａ２＊（商品点数）＋Ａ３＊（マネキン数）
＋Ａ４＊（来店者数）＋Ａ５＊（レジ客数）
【００６１】
　また、類似度算出部２３は、来店後行動情報に基づいた類似度の算出を行ってもよい。
例えば、上記の例において、類似度算出部２３は類似度を算出する際に、図１０に示すユ
ーザごとの店の評価値の行列のテーブル例を利用したが、当該テーブル例において、ユー
ザごとの滞在時間を、以下の２パターンで除した値としてもよい。
【００６２】
　１つ目のパターンは、来店後行動情報のうち、来店後の経過時間T_dwelltimeに基づい
て除するパターンである。一般的に、ユーザが店に来店後、長時間が経過すると、疲れに
より店舗毎の滞在時間が短くなることが考えられる。このため、滞在時間係数を、経過時
間に対する単調増加関数f(T_dwelltime)として定義し、図１０に示す行列の各要素を滞在
時間係数で除する。例えば、ユーザＩＤ「１」の店舗ＩＤ「１」における来店後の経過時
間が６０分であれば、図１０に示す行列のうちユーザＩＤ「１」の店舗ＩＤ「１」におけ
る滞在時間は、５６／ｆ（６０）とする。
【００６３】
　２つ目のパターンは、来店後行動情報のうち、閉店時刻までの残り時間T_remainingに
基づいて除するパターンである。一般的に、店の閉店時刻までの時間が短くなるにつれて
、店ごとの滞在時間が短くなることが考えられる。このため、残存時間係数を、閉店まで
の時間T_remainingに対する単調減少関数g(T_remaining)として定義し、図１０に示す行
列の各要素を残存時間係数で除する。例えば、ユーザＩＤ「１」の店舗ＩＤ「１」におけ
る店の閉店時刻までの残り時間が１００分であれば、図１０に示す行列のうちユーザＩＤ
「１」の店舗ＩＤ「１」における滞在時間は、５６／ｇ（１００）とする。
【００６４】
　［まとめ］
　以上の通り、本実施形態に係る推薦情報配信システム３・３Ａ・３Ｂは、店におけるユ
ーザの行動に関する行動情報と当該店に関する店情報とを取得し、取得した行動情報と店
情報とに基づいて、予め格納された店又は商品に対するユーザの関心度の判定条件を更新
し、更新された判定条件に基づいて店又は商品に関する推薦情報をユーザに配信する。
【００６５】
　また、本実施形態に係る推薦情報配信システム３Ａ・３Ｂは、さらに、予め格納された
複数のユーザの行動情報にさらに基づいて、予め格納された判定条件を更新する。
【００６６】
　また、本実施形態に係る推薦情報配信システム３Ｂは、さらに、予め格納された一のユ
ーザと他のユーザとの行動情報に基づいて、一のユーザの関心対象の類似度を算出し、算
出された類似度にさらに基づいて、店又は商品に関する推薦情報を一のユーザに配信する
。
【００６７】
　また、本実施形態に係る推薦情報配信システム３・３Ａ・３Ｂは、さらに、ユーザの行
動情報の履歴にさらに基づいて、格納された判定条件を更新する。
【符号の説明】
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【００６８】
　１・１Ａ・１Ｂ…クライアント装置、２・２Ａ・２Ｂ…サーバ装置、３・３Ａ・３Ｂ…
推薦情報配信システム、１０・１０Ａ…取得部、１１…判定部、１２…判定条件格納部、
１３・１３Ｂ…配信部、１４・１４Ａ…判定条件更新部、２０…店情報格納部、２１…推
薦情報格納部、２２…行動情報格納部、２３…類似度算出部、１１０…関心度判定部、１
１１…配信契機判定部。

【図１】 【図２】
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